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政
治
改
革
の
基
本
方
針 

―
透
明
な
政
治
の
実
現
― 

（
現
状
認
識
） 

 

国
民
の
信
頼
が
な
け
れ
ば
政
治
は
な
り
た
た
な
い
。
い
ま
ふ
た
た
び
厳
し
い
政
治
不
信
を
ま
ね
い
て
い
る
。
政 

治
家
の
あ
り
か
た
を
疑
わ
せ
る
行
為
、
巨
額
な
政
治
資
金
問
題
、
派
閥
に
と
ら
わ
れ
た
政
治
活
動
、
党
派
の
か
け 

ひ
き
が
先
行
す
る
国
会
な
ど
、
い
ず
れ
も
選
ん
だ
側
の
国
民
の
視
点
と
離
れ
た
と
こ
ろ
で
政
治
が
終
始
し
て
い
る
。 

 

政
治
と
国
民
の
溝
が
ひ
ろ
が
る
一
方
の
今
日
、
政
治
改
革
の
要
点
は
、
国
民
に
わ
か
り
や
す
く
目
に
見
え
る 

「
透
明
な
政
治
」
の
実
現
で
あ
る
。
第
一
は
政
治
の
自
己
規
律
と
自
浄
力
の
発
揮
、
第
二
は
政
治
資
金
の
収
支
の

公
開
、
第
三
は
政
治
家
の
公
私
峻
別
、
第
四
は
党
や
国
会
の
意
思
決
定
過
程
の
明
朗
化
、
第
五
は
中
央
に
か
た
よ

っ
た
行
政
権
限
の
整
理
・
委
譲
で
あ
る
。 

（
改
革
の
核
心
） 

 

す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
緊
急
改
革
に
お
い
て
、
政
治
論
理
審
査
会
の
機
能
強
化
や
資
産
・
所
得
の
公
開
を
実
現
し
、 

政
治
が
自
ら
を
律
す
る
こ
と
を
仕
組
み
と
し
て
は
備
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
の
す
べ
て
に
実
効
性
を
も
た
せ 

る
た
め
に
は
、『
政
治
改
革
大
綱
』
以
来
表
明
し
て
き
た
現
行
中
選
挙
区
制
の
抜
本
的
な
改
革
が
不
可
欠
で
あ
る
。 

 

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
た
め
、
真
に
責
任
あ
る
国
民
政
党
と
し
て
の
原
点
に
た
ち
も
ど
り
、
こ
の
た
び
衆
議
院
の
選 

挙
制
度
を
一
選
挙
区
一
議
員
制
に
あ
ら
た
め
る
こ
と
を
決
断
し
、
こ
れ
を
柱
に
政
治
の
制
度
、
運
営
の
全
般
に
わ 

た
る
思
い
切
っ
た
透
明
化
を
断
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

 

選
挙
の
実
態
を
変
え
ず
に
政
治
を
透
明
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
。
政
権
を
め
ざ
す
党
の
候
補 

者
に
と
っ
て
、
中
選
挙
区
制
で
の
同
士
打
ち
は
さ
け
ら
れ
な
い
宿
命
で
あ
る
。
そ
の
厳
し
い
選
挙
が
資
金
調
達
の 

無
理
を
生
み
、
そ
の
公
開
を
た
じ
ろ
が
せ
、
派
閥
へ
の
依
存
を
つ
よ
め
、
再
選
の
た
め
に
中
央
の
権
限
を
活
用
せ 

ざ
る
を
得
な
く
し
、
政
権
交
代
の
見
込
み
の
な
い
与
野
党
勢
力
が
国
会
の
活
力
を
削
い
で
い
る
の
が
現
実
で
あ 

る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
政
党
よ
り
個
人
が
中
心
の
選
挙
で
は
、
政
策
の
選
択
や
政
権
の
審
判
に
つ
い
て
国
民
の
意 

思
が
明
確
に
あ
ら
わ
れ
な
い
。 

（
新
し
い
政
治
の
創
造
） 

 

政
治
の
透
明
化
は
国
民
の
信
頼
を
得
る
第
一
歩
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
ま
政
治
は
何
世
紀
に
一
度
と
い
う
転
換
点 

に
あ
っ
て
国
民
意
思
の
的
確
な
集
約
を
図
り
、
機
敏
に
政
策
を
立
案
し
実
行
す
る
歴
史
的
責
務
を
負
っ
て
い
る
。 

 

一
選
挙
区
一
議
員
の
選
挙
区
制
は
、
政
治
家
自
身
が
い
か
に
実
り
あ
る
対
話
を
有
権
者
と
行
う
か
、
両
者
の
信 

頼
の
き
ず
な
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
問
わ
れ
る
。
選
挙
で
は
国
民
の
意
思
が
明
確
に
し
め
さ
れ
、
そ
れ
が
党
と
国
会 

に
お
け
る
意
思
の
集
約
と
決
定
に
つ
ら
ぬ
か
れ
る
。
国
会
で
国
民
に
納
得
さ
れ
な
い
行
動
を
と
れ
ば
、
つ
ぎ
の
選 

挙
で
審
判
に
さ
ら
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
政
権
の
争
奪
を
か
け
、
政
治
全
体
に
緊
張
感
が
み
な
ぎ
る
。
失
政
が
あ 

れ
ば
た
だ
ち
に
支
持
を
失
い
、
政
治
家
の
不
透
明
な
行
為
も
法
の
制
裁
に
ま
し
て
、
国
民
の
常
識
が
重
み
を
も
っ 

て
こ
れ
を
判
断
す
る
。
地
方
分
権
も
新
し
い
選
挙
区
制
を
背
景
に
し
て
こ
そ
、
よ
り
強
力
に
推
進
さ
れ
る
。 

  

歴
史
上
、
今
日
ほ
ど
わ
れ
わ
れ
政
治
家
は
国
家
国
民
の
た
め
自
ら
の
責
務
を
全
力
で
は
た
す
べ
き
時
を
む
か
え 

た
こ
と
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
立
党
時
に
も
ま
さ
る
熱
意
を
も
っ
て
、
国
民
の
視
点
を
わ
が
視
点
と
し
勇
気 

あ
る
改
革
者
の
神
髄
を
発
揮
し
て
い
く
決
意
で
あ
る
。 



 

一
、
国
民
の
目
に
見
え
る
清
新
な
責
任
政
党
へ
の
再
生 

  

わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
国
民
の
厳
し
い
目
が
注
が
れ
て
い
る
派
閥
に
つ
い
て
、
党
運
営
の
硬
直
化
を 

も
た
ら
し
て
き
た
弊
害
を
除
き
、
国
民
に
開
か
れ
た
近
代
化
な
党
を
確
立
し
な
れ
け
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味 

で
喫
緊
の
政
治
改
革
の
課
題
は
、
政
権
党
で
あ
る
自
民
党
が
こ
の
問
題
を
解
消
し
、
他
党
に
率
先
し
て
、
国
民 

の
目
に
見
え
る
生
き
生
き
と
し
た
新
し
い
姿
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

そ
の
た
め
人
事
に
つ
い
て
は
公
正
な
適
材
適
所
主
義
を
貫
き
、
資
金
に
つ
い
て
は
議
員
間
の
金
の
や
り
と
り 

を
禁
止
し
、
選
挙
に
つ
い
て
は
党
自
身
に
よ
る
人
材
発
掘
と
選
挙
運
動
の
応
援
体
制
を
構
築
す
る
。
ま
た
公
の 

地
位
に
あ
る
者
の
派
閥
離
脱
を
さ
ら
に
徹
底
す
る
。 

 

こ
の
実
行
を
端
緒
に
、
わ
れ
わ
れ
は
党
の
組
織
、
人
事
、
財
政
、
規
律
、
そ
し
て
各
般
の
運
営
に
い
た
る
ま 

で
、
党
の
命
運
を
か
け
た
自
己
改
革
を
、
こ
こ
に
開
始
す
る
こ
と
を
誓
う
。 

（
１
）
派
閥
の
弊
害
の
除
去
を
速
や
か
に
断
行
す
る
。 

 
 

① 

適
材
適
所
に
よ
る
人
事
を
実
現
す
る
。 

 
 
 

内
閣
、
国
会
及
び
党
の
人
事
に
関
す
る
派
閥
の
推
薦
は
認
め
な
い
。
従
来
の
派
閥
や
当
選
回
数
重
視
の 

 
 
 

人
事
か
ら
、
適
材
適
所
の
人
事
に
改
め
る
。
ま
た
、
参
議
院
か
ら
の
人
材
の
登
用
に
配
慮
す
る
。 

 
 

② 

派
閥
に
よ
る
資
金
調
達
を
制
限
す
る
。 

 
 
 

(イ）
本
来
対
等
で
あ
る
べ
き
議
員
の
地
位
に
か
ん
が
み
、
国
会
議
員
間
の
政
治
資
金
の
提
供
を
禁
止
す
る
。 

 
 
 

 
 
 

（ロ）
国
会
議
員
に
対
す
る
党
の
助
成
は
、
明
確
な
配
分
基
準
に
基
づ
き
こ
れ
を
強
化
す
る
。 

 
 
 

（ハ）
党
か
ら
の
国
会
議
員
個
人
に
対
す
る
助
成
は
、
派
閥
を
経
由
せ
ず
直
接
行
う
。 

 
 

③ 

党
中
心
の
候
補
者
選
考
と
選
挙
の
支
援
体
制
を
確
立
す
る
。 

 
 
 

（イ）
新
人
の
発
掘
を
含
む
候
補
者
選
定
は
、
派
閥
の
関
与
を
排
し
、
民
主
的
な
手
続
き
に
よ
り
党
機
関
が
行 

 
 
 
 

う
。 

 
 
 

（ロ）
公
認
候
補
者
は
、
一
定
期
間
、
党
員
と
し
て
の
活
動
経
験
を
有
す
る
こ
と
を
資
格
の
要
件
と
す
る
な 

 
 
 
 

ど
、
公
認
決
定
の
基
準
を
定
め
る
。 

 
 
 

（ハ）
選
挙
へ
の
支
援
に
つ
い
て
、
党
中
心
の
体
制
を
確
立
し
、
党
員
に
よ
る
非
公
認
・
非
推
薦
候
補
者
の
支 

 
 
 
 

援
を
禁
止
す
る
。 

 
 

④ 

公
の
地
位
に
あ
る
者
の
派
閥
離
脱
を
徹
底
し
対
象
者
を
拡
大
す
る
。 

 
 
 

（イ）
派
閥
離
脱
の
対
象
者
の
範
囲
を
大
幅
に
拡
大
す
る
。
政
治
改
革
大
綱
に
定
め
ら
れ
た
対
象
者
に
加
え
、 

 
 
 
 

党
に
お
い
て
は
役
員
会
構
成
員
、
内
閣
に
お
い
て
は
政
務
次
官
、
及
び
国
会
に
お
い
て
は
常
任
委
員 

 
 
 
 

長
、
特
別
委
員
長
、
調
査
会
長
は
、
在
任
中
、
派
閥
を
離
脱
す
る
。 

 
 
 

（ロ）
派
閥
離
脱
の
対
象
者
は
、
こ
の
行
動
が
あ
た
か
も
派
閥
と
か
か
わ
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
よ
う
な
国 

 
 
 
 

民
の
批
判
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
、
そ
の
趣
旨
の
徹
底
を
図
る
。 

 
 
 

（ハ）
参
議
院
議
員
は
派
閥
を
離
脱
し
、
参
議
院
自
民
党
の
無
派
閥
化
を
め
ざ
す
。 

（
２
）
総
裁
選
挙
の
あ
り
方
を
見
直
す
。 

 
 
 
 

総
裁
選
挙
に
つ
い
て
は
、
開
か
れ
た
党
を
め
ざ
す
た
め
、
さ
ら
に
党
員
の
参
加
資
格
に
つ
い
て
そ
の
権 



 
 
 

利
義
務
等
の
問
題
点
を
引
き
続
き
調
査
、
検
討
し
、
結
論
を
得
る
。 

（
３
）
党
の
自
浄
能
力
を
強
化
す
る
。 

 
 
 
 

党
所
属
国
会
議
員
に
よ
る
国
民
の
疑
惑
を
招
い
た
事
柄
に
つ
い
て
は
、
党
自
ら
が
そ
の
解
明
に
あ
た 

 
 
 

る
。
そ
の
た
め
、
す
で
に
組
織
改
革
を
実
現
し
た
党
紀
委
員
会
の
運
用
を
強
化
し
、
党
紀
違
反
や
国
会
議 

 
 
 

員
倫
理
規
定
違
反
に
対
し
て
は
厳
正
な
処
分
を
行
う
。 

（
４
）
個
別
利
益
に
偏
し
た
議
員
活
動
の
弊
害
を
排
す
る
。 

 
 

① 

閣
僚
、
政
務
次
官
及
び
常
任
・
特
別
委
員
長
で
あ
っ
た
者
は
、
そ
の
退
任
後
一
定
期
間
、
関
係
し
た
職 

 
 

 
 
 
 

務
に
か
か
わ
る
党
の
役
職
に
就
か
な
い
よ
う
に
つ
と
め
る
こ
と
と
す
る
。 

 
 

② 

わ
が
党
議
員
で
構
成
さ
れ
、
か
つ
党
に
会
費
徴
収
を
委
託
し
て
い
る
議
員
連
盟
に
つ
い
て
は
、
人
事
、 

 
 
 
 

事
業
内
容
等
に
つ
い
て
報
告
義
務
を
課
す
。 

（
５
）
両
院
議
員
総
会
等
の
運
用
改
善
を
図
り
、
議
員
同
士
の
自
由
闊
達
な
論
議
を
保
障
し
、
よ
り
活
力
あ
る
民 

 
 

 
 
 

主
的
な
党
運
営
に
つ
と
め
る
。 

  

二
、
透
明
で
疑
惑
を
招
か
な
い
政
治
資
金
の
仕
組
み 

  
 

政
策
、
政
党
中
心
の
選
挙
制
度
の
導
入
と
あ
い
ま
っ
て
、
わ
が
国
の
政
治
資
金
に
か
か
わ
る
制
度
の
抜
本
改 

 

革
を
実
現
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
政
治
活
動
に
か
な
り
の
賃
金
を
要
す
る
現
実
を
見
据
え
、
こ
れ
ま
で
の
政
治
家 

 

を
中
心
と
し
て
資
金
を
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
状
を
改
善
し
、
政
党
中
心
の
方
向
に
転
換
す
る
。
同
時
に 

 

政
治
や
政
治
家
に
対
す
る
公
的
資
金
を
積
極
的
に
導
入
し
、
拡
大
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
企
業
・
組
合
等 

 

の
団
体
献
金
の
流
れ
を
主
と
し
て
政
党
に
集
約
し
、
あ
わ
せ
て
全
般
的
に
透
明
度
を
高
め
、
政
治
資
金
に
お
け 

 

る
不
明
朗
な
要
素
の
入
り
こ
む
余
地
を
解
消
し
て
い
く
。 

 
 

な
お
、
以
下
は
制
度
の
抜
本
改
革
後
の
姿
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
改
革
の
機
運
を
総
合
的
に
勘
案
し
つ
つ
、 

 

漸
進
的
な
改
革
の
努
力
を
続
け
る
も
の
と
す
る
。 

（
１
）
政
治
家
個
人
の
負
担
を
大
幅
に
軽
減
す
る
。 

 
 

① 

政
治
家
個
人
が
行
う
資
金
調
達
に
つ
い
て
は
、
今
後
は
広
く
薄
く
よ
り
透
明
な
も
の
と
な
る
よ
う
改
め 

 
 
 
 

る
。 

 
 

② 

政
党
へ
の
公
的
助
成
を
導
入
し
、
政
党
に
対
す
る
献
金
枠
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
党
財
政
の 

 
 
 
 

基
盤
の
強
化
を
図
る
。 

 
 

③ 

議
員
後
援
会
を
移
行
さ
せ
て
つ
く
る
選
挙
区
支
部
等
の
経
費
に
つ
い
て
は
、
党
が
基
本
的
に
賄
い
、
あ 

 
 
 
 

わ
せ
て
地
方
組
織
自
ら
に
よ
る
自
主
的
な
資
金
調
達
の
道
を
開
く
。 

 
 

④ 

政
治
家
個
人
の
政
治
活
動
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
（イ） 

議
員
後
援
会
の
支
部
へ
の
移
行
、
（ロ） 

 
 
 
 

党
か
ら
政
治
家
個
人
へ
の
助
成
、
（ハ） 

議
員
活
動
に
対
す
る
公
費
負
担
の
充
実
を
図
り
、
そ
の
負
担
を 

 
 
 
 

大
幅
に
軽
減
す
る
。 

 
 

⑤ 

地
方
議
会
議
員
の
政
治
資
金
に
つ
い
て
は
、
地
方
の
選
挙
制
度
改
革
と
あ
い
ま
っ
て
、
そ
の
負
担
を
軽 

 

 
 
 
 

減
す
る
た
め
の
方
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 



（
２
）
政
治
資
金
の
流
れ
を
政
党
中
心
に
改
め
る
。 

 
 

① 
企
業
・
組
合
等
の
団
体
献
金
は
、
政
党
及
び
政
治
家
が
指
定
す
る
二
つ
の
資
金
調
達
団
体
に
限
る
。 

 
 
 

（イ）
資
金
調
達
団
体
に
対
す
る
団
体
献
金
に
つ
い
て
は
、
月
額
二
万
円
ま
で
の
会
費
程
度
の
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

（ロ）
五
年
間
に
限
り
、
政
党
又
は
資
金
調
達
団
体
以
外
の
も
の
に
対
す
る
献
金
を
認
め
、
そ
の
限
度
を
段
階 

 
 
 
 

的
に
減
ら
す
経
過
措
置
を
と
る
。 

 
 

② 

献
金
枠
の
区
分
を
改
め
、
政
党
に
対
す
る
枠
を
独
立
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
限
度
額
を
い
ま
の
二
倍 

 
 
 
 

に
改
め
る
。 

 
 

③ 

献
金
に
つ
い
て
の
税
制
上
の
優
遇
措
置
の
強
化
策
を
検
討
す
る
。 

（
３
）
透
明
性
を
高
め
る
。 

 
 

① 

前
記
の
よ
う
に
資
金
調
達
団
体
は
二
つ
に
し
ぼ
り
、
こ
れ
を
公
表
す
る
。 

 
 

② 

献
金
の
公
開
基
準
を
引
き
下
げ
る
。
資
金
調
達
団
体
に
対
す
る
献
金
に
つ
い
て
、
個
人
献
金
は
月
額
五 

 
 
 
 

万
円
超
（
年
間
六
〇
万
円
超
）、
団
体
献
金
は
月
額
一
万
円
超
（
年
間
一
二
万
円
超
）
の
も
の
を
公
開

し
、 

 
 
 
 

そ
の
他
の
政
治
団
体
に
対
す
る
献
金
は
年
間
一
万
円
超
の
も
の
を
公
開
す
る
。
な
お
、
政
党
に
対
す
る 

 
 
 
 

献
金
の
公
開
基
準
に
つ
い
て
は
、
事
務
処
理
上
の
簡
素
化
を
図
る
た
め
、
そ
の
見
直
し
を
行
う
。 

 
 

③ 

政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
つ
い
て
は
、
一
パ
ー
テ
ィ
ー
に
あ
た
り
六
〇
万
円
超
の
パ
ー
テ
ィ
ー
券
の
大 

 

 
 
 
 

口
購
入
者
を
公
開
す
る
。 

 
 

④ 

政
治
資
金
に
か
か
わ
る
不
祥
事
件
を
根
絶
し
、
公
私
の
峻
別
を
徹
底
す
る
た
め
、
政
治
家
間
の
資
金
提 

 
 
 
 

供
を
禁
止
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
法
制
化
を
検
討
す
る
。 

（
４
）
規
正
の
実
効
性
を
確
保
す
る
。 

 
 

① 

政
治
資
金
規
正
法
違
反
を
し
た
者
に
対
す
る
罰
則
の
強
化
を
行
う
。 

 
 

② 

政
治
資
金
に
係
る
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
政
治
倫
理
審
査
会
等
の
活
用
に
よ
り
、
自
律
的
に
そ
の 

 
 
 
 

解
明
を
行
う
。 

（
５
）
政
党
交
付
金
制
度
を
創
設
す
る
。 

 
 

① 

政
党
の
政
治
活
動
の
公
的
性
格
等
を
考
え
、
政
党
交
付
金
制
度
を
創
設
す
る
。 

 
 

② 

政
党
交
付
金
の
対
象
と
な
る
政
党
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
も
の
と
す
る
。 

 
 

③ 

政
党
交
付
金
の
総
額
は
、
最
近
の
国
勢
調
査
人
口
に
二
五
〇
円
を
下
回
ら
な
い
額
を
乗
じ
た
額
と
し
、 

 
 
 
 

政
党
の
所
属
国
会
議
員
数
及
び
国
政
選
挙
に
お
け
る
得
票
率
に
よ
り
配
分
す
る
。 

 
 

④ 

政
党
交
付
金
の
使
途
に
つ
い
て
は
制
限
し
な
い
も
の
と
し
、
政
党
は
、
政
党
交
付
金
の
使
途
を
明
ら
か 

 
 
 
 

に
し
た
収
支
報
告
を
行
い
、
こ
れ
を
公
表
す
る
。 

（
６
）
国
会
議
員
の
議
員
活
動
に
対
す
る
公
費
負
担
を
拡
充
す
る
。 

 
 

① 

公
設
秘
書
を
五
人
に
増
員
す
る
。
こ
の
う
ち
二
人
は
、
一
定
の
資
格
要
件
を
備
え
た
政
策
秘
書
と
す
る
。 

 
 

② 

文
書
通
信
交
通
費
の
見
直
し
を
行
う
。
特
に
自
動
車
の
配
備
に
要
す
る
経
費
と
、
国
会
活
動
の
報
告
な 

 
 
 
 

ど
の
通
信
費
の
拡
充
を
図
る
。 

 
 

③ 

議
員
会
館
を
整
備
し
、
議
員
の
執
務
環
境
を
改
善
す
る
。 

（
７
）
私
設
秘
書
の
身
分
に
安
定
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 



  

三
、
国
民
に
わ
か
り
や
す
く
政
治
に
緊
張
を
も
た
ら
す
選
挙
の
仕
組
み 

  
 

二
十
一
世
紀
を
目
前
に
ひ
か
え
、
こ
れ
ま
で
通
用
し
て
き
た
諸
々
の
制
度
が
改
変
を
せ
ま
ら
れ
て
い
る
。
政 

 

治
は
あ
ら
ゆ
る
社
会
要
素
の
最
終
の
縮
図
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
変
革
を
な
し
得
る
最
大
の
権
能
を
も
っ
て 

 

い
る
。
真
摯
な
時
代
認
識
に
た
つ
と
き
、
政
治
は
現
状
追
認
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
政
権
交
代
可
能
な
政 

 

界
再
編
成
を
も
視
野
に
入
れ
、
い
ま
こ
そ
体
質
を
未
来
志
向
へ
と
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
い
ま 

 

政
治
は
強
い
責
任
と
緊
張
に
目
覚
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

議
会
制
民
主
政
治
の
も
と
に
お
い
て
、
政
治
に
緊
張
を
う
な
が
す
の
は
選
挙
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
際
、 

 

民
主
政
治
・
政
党
政
治
の
理
念
に
徹
し
、
衆
議
院
に
簡
明
で
国
民
に
わ
か
り
や
す
く
、
か
つ
多
数
代
表
制
で
あ 

 

 

り
、
政
権
を
め
ざ
し
政
党
が
命
運
を
か
け
て
政
策
を
競
い
合
え
る
小
選
挙
区
制
を
導
入
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 
 

制
度
が
い
ま
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
か
ら
も
政
権
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、 

 

特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
は
さ
ん
で
政
党
の
対
立
が
続
い
た
時
代
が
過
ぎ
た
今
日
、
新
し
い
政
党
の
あ
り
方
が 

 

国
際
的
に
も
通
用
す
る
新
し
い
土
俵
に
よ
っ
て
国
民
に
選
択
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
改
革
の
痛
み
は
全
党
・
全 

 

議
員
に
お
よ
ぶ
が
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
の
意
思
の
最
優
先
を
考
え
、
わ
れ
ら
れ
は
本
制
度
の
導
入
を
あ
え
て 

 

決
断
す
る
。 

（
１
）
衆
議
院
銀
の
選
挙
制
度
は
、
民
意
を
総
括
的
に
集
約
し
た
形
で
反
映
し
、
安
定
し
た
政
策
遂
行
力
と
不
断 

 
 
 

の
緊
張
感
を
政
権
に
与
え
る
、
一
選
挙
区
か
ら
一
人
の
議
員
を
選
ぶ
単
純
小
選
挙
区
制
と
す
る
。 

 
 

① 

総
定
数
は
五
〇
〇
人
と
す
る
。 

 
 

② 

定
数
は
ま
ず
都
道
府
県
に
一
名
ず
つ
基
礎
配
分
を
行
い
、
残
り
を
人
口
に
比
例
し
て
都
道
府
県
に
配
分 

 
 
 
 

す
る
。 

 
 

③ 

選
挙
区
間
の
人
口
格
差
は
二
倍
未
満
と
す
る
こ
と
を
基
本
原
則
と
す
る
。 

 
 

④ 

衆
議
院
議
長
の
下
に
厳
正
な
第
三
者
で
構
成
す
る
選
挙
区
の
画
定
機
関
を
設
置
す
る
。
選
挙
区
の
画
定 

 
 
 
 

は
法
案
成
立
後
に
行
う
。
画
定
機
関
は
、
十
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
国
勢
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
選
挙 

 
 
 
 

区
の
改
定
に
関
し
議
長
に
勧
告
す
る
。 

 
 

⑤ 

政
党
は
各
選
挙
区
ご
と
に
公
認
候
補
者
を
一
人
ず
つ
立
て
、
選
挙
運
動
は
政
党
が
中
心
と
な
っ
て
行
う
。 

（
２
）
参
議
院
議
員
の
選
挙
制
度
は
、
衆
議
院
に
お
け
る
単
純
小
選
挙
区
制
の
導
入
に
伴
い
、
二
院
制
の
意
義
及 

 
 
 

び
政
治
改
革
大
綱
の
方
針
に
基
づ
き
、
総
定
数
の
削
減
、
比
例
代
表
制
等
の
改
革
に
つ
い
て
引
き
続
き
検 

 
 
 

討
を
行
い
、
早
急
に
結
論
を
得
る
。 

（
３
）
地
方
議
会
議
員
の
選
挙
制
度
は
、
地
方
団
体
の
性
格
や
国
の
選
挙
制
度
と
の
整
合
性
等
を
考
慮
し
、
適
切 

 
 
 

な
仕
組
み
と
な
る
よ
う
改
革
す
る
。
そ
の
際
、
特
に
都
道
府
県
議
会
議
員
等
の
選
挙
区
に
つ
い
て
は
、
衆 

 
 
 

議
院
議
員
の
選
挙
区
と
の
整
合
性
の
と
れ
た
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
選
挙
の
期
日
の
統
一
に
つ
い
て
も
検 

 
 
 

討
す
る
。 

（
４
）
選
挙
違
反
者
に
対
す
る
制
裁
を
強
化
す
る
。 

 
 

① 

立
候
補
予
定
者
の
親
族
や
候
補
者
・
立
候
補
予
定
者
の
秘
書
を
連
座
制
の
対
象
と
す
る
。 



 
 

② 

連
座
の
効
果
と
し
て
、
当
選
無
効
に
加
え
、
五
年
間
、
同
じ
選
挙
で
同
一
選
挙
区
か
ら
立
候
補
す
る
こ 

 
 
 
 

と
を
制
限
す
る
。 

（
５
） 

将
来
、
投
票
及
び
開
票
の
仕
組
み
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
機
器
等
を
活
用
す
る
こ
と
を
積
極
的
に
検
討
す

る
。 

（
６
）
海
外
で
活
躍
す
る
日
本
人
に
国
政
へ
の
参
加
を
保
障
す
る
投
票
制
度
の
実
現
を
め
ざ
す
。 

（
７
）
選
挙
制
度
改
革
に
伴
っ
た
新
し
い
党
を
創
造
す
る
。 

 
 

① 

党
運
営
の
あ
り
方 

 
 
 
 

新
し
い
制
度
に
見
合
う
民
主
的
な
党
則
の
整
備
と
あ
い
ま
っ
て
、
党
の
組
織
の
改
革
に
行
う
。
特
に
機 

 
 
 
 

関
・
規
約
を
中
心
に
し
た
党
の
意
思
決
定
過
程
と
当
該
機
関
の
明
確
化
を
図
り
、
開
か
れ
た
党
運
営
を 

 
 
 
 

確
立
す
る
。 

 
 

② 

公
認
の
あ
り
方 

 
 
 

（イ）
公
認
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
有
為
な
人
材
が
幅
広
く
登
用
さ
れ
る
よ
う
新
し
い
候
補
者
資
格
審
査
の 

 
 
 
 

の
方
法
を
取
り
入
れ
、
厳
正
な
候
補
者
選
定
基
準
を
定
め
る
。 

 
 
 

（ロ）
公
認
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
の
意
思
が
反
映
さ
れ
る
開
か
れ
た
仕
組
み
と
す
る
。 

 
 
 

（ハ）
党
員
が
非
公
認
で
立
候
補
し
た
場
合
、
重
大
な
党
紀
違
反
行
為
と
し
て
復
党
は
認
め
な
い
。 

 
 

③ 

選
挙
区
支
部
の
あ
り
方 

 
 
 
 

党
の
草
の
根
組
織
と
し
て
小
選
挙
区
ご
と
に
支
部
を
設
立
し
、
現
在
の
議
員
後
援
会
を
移
行
さ
せ
る
。 

 
 

④ 

財
政
運
営
の
あ
り
方 

 
 
 
 

選
挙
区
支
部
に
対
す
る
党
か
ら
の
助
成
は
特
定
の
恣
意
が
入
ら
な
い
よ
う
明
確
な
配
分
基
準
に
基
づ

い 

 
 
 
 

て
行
う
。 

 

四
、
改
革
実
現
へ
の
手
順 

 
 

本
基
本
方
針
の
う
ち
、
党
と
し
て
実
現
可
能
な
も
の
は
た
だ
ち
に
着
手
す
る
。
法
律
事
項
に
か
か
わ
る
も
の 

 

に
つ
い
て
は
与
野
党
の
合
意
形
成
に
最
大
限
つ
と
め
つ
つ
、
速
や
か
に
法
案
化
を
図
っ
て
国
会
に
提
出
す
る
。 

 

党
は
こ
れ
ら
の
基
本
方
針
実
現
の
た
め
、
総
裁
の
も
と
挙
党
体
制
を
確
立
し
、
現
在
の
政
治
改
革
本
部
は
新
た 

 

 

な
推
進
機
関
へ
の
改
組
す
る
こ
と
と
す
る
。 


